
川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金交付要綱 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、本市の救急医療体制確保の一環として、学校法人聖マリアンナ医科大

学（以下「聖マリアンナ医科大学」という。）が実施する心臓リハビリテーション推進事

業（以下「補助事業」という。）に補助金を交付することで、心血管疾患の急性期から慢

性期にかけて包括的な対策を促進し、川崎市域におけるシームレスな心臓リハビリテー

ション提供体制の構築を図ることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この要綱における補助事業とは、川崎市内において心臓リハビリテーションを実

施する医療機関によるコンソーシアムを聖マリアンナ医科大学が設立し、心臓リハビリ

テーションの普及に向けた活動を推進するとともに、市内の拠点において包括的な心臓

リハビリテーションを受けることができる体制を構築することである。 
（補助対象経費） 

第３条 補助対象となる経費は、本市会計期間（４月１日から翌年３月３１日まで）に行う

事業とし、補助事業の実施にあたり聖マリアンナ医科大学が支出する、次に掲げる経費と

する。 
（１）医療機関が行う心臓リハビリテーション事業に必要な経費（人件費） 
（２）消耗品費やツール作成費等の事業運営に必要な経費 

（補助金の額） 
第４条 補助金の額は、前条に規定する補助対象となる経費に、別表に定める補助率を乗じ

て得た額と基準額（予算の範囲内で別途定める額）とを比較していずれか低い額（算定さ

れた額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）とする。 
（交付の申請） 

第５条 聖マリアンナ医科大学は、補助金の交付を受けようとするときは、川崎市心臓リハ

ビリテーション推進事業費補助金交付申請書（第１号様式）により市長に申請しなければ

ならない。 
２ 聖マリアンナ医科大学は、補助金の交付決定を受けた後に、既に決定を受けている申請

内容を変更する必要が生じたときは、川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金

変更交付申請書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。 
（交付の決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速

やかに補助金の交付の可否及び交付額（以下「交付決定額」という。）を決定するものと

する。 
２ 市長は、前条第２項の規定により申請書を受理したときは、前項の規定に準じる。 
３ 市長は、第１項及び第２項の規定により補助金の交付及び交付決定額を決定したとき

は、川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金変更交付申請書（変更）交付決定通

知書（第３号様式）により、聖マリアンナ医科大学に通知するものとする。この場合にお

いて、市長は、補助金の目的を達成するために必要な条件を付することができる。 
４ 市長は、第１項及び第２項の規定により補助金の不交付を決定したときは川崎市心臓

リハビリテーション推進事業費補助金不交付決定通知書（第４号様式）により、聖マリア

ンナ医科大学に通知するものとする。 



（交付の方法） 
第７条 市長は、前条第３項による交付決定の通知の後に、補助金を概算交付するものとす

る。 
（優先発注） 
第８条 補助事業者は、前条に規定する交付決定額が１，０００，０００円を超え、かつ補

助事業等に係る工事の発注、物品及び役務の調達等を行う場合において、次のいずれかに

該当するときは、市内中小企業者（川崎市補助金等の交付に関する規則（平成 13 年３月

21 日規則第７号）第５条第２項にいう中小企業者。以下同じ。）により入札を行い、又

は２者以上の市内中小企業者から見積書の徴収を行わなければならない。ただし、市長が

契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がないと認める場合は

この限りでない。 
(1) １件の契約金額が１，０００，０００円を超えるとき。 
(2) その他市長が必要と認める条件 

２ 補助事業者は、前項の規定により市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市内中

小企業者であることの誓約書を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札参加資

格者有資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として登載されている

者、又は当該補助事業者に対して直近の４月１日以降に記載内容に変更がない誓約書を

提出した者を除く。 
（状況報告）  

第９条 市長は、補助事業の適正な運営を期するため、必要に応じて聖マリアンナ医科大学

から補助事業の状況の報告を求め、又は調査することができる。 
（実績報告） 

第１０条 聖マリアンナ医科大学は、補助事業が完了した時は、その日から起算して３０日

を経過した日、または補助金の交付を決定した日の属する市の会計年度が終了した日を

比較して、いずれか早い日までに川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金実績

報告書（第５号様式）を市長へ提出しなければならない。 
（額の確定等） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該報告書に基づき、

第４条に規定する算出方法により算出した額と第６条第１項または第２項に規定する交

付決定額とを比較して、いずれか低い額をもって、交付すべき補助金の額（以下「確定額」

という。）を決定し、清算を行うものとする。 
２ 市長は、前項の規定により確定額を決定したときは、川崎市心臓リハビリテーション推

進事業費補助金交付確定通知書（第６号様式）により聖マリアンナ医科大学に通知するも

のとする。 
（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、聖マリアンナ医科大学が補助金交付の決定内容若しくはこれに付した

条件に違反したとき、又は他の目的に使用したときは、当該補助金交付の決定の全部又は

一部を取消すことができる。 
（返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合、すでに補助金が交

付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 



２ 市長は、第１０条第１項の規定により確定額を決定した場合、既に確定額を超えて補助

金が交付されているときは、当該確定額を超える部分に係る補助金の返還を命ずるもの

とする。 
（書類の整備） 

第１４条 聖マリアンナ医科大学は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属す

る年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 
（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。 
附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
  



 
別表（第４条関係） 

対象経費 補助率 

（１）医療機関が行う心臓リハビリテーション事業に必要な経費（人件費） 
（２）消耗品費やツール作成費等の事業運営に必要な経費 

４分の３ 

 
 
 

  



（第１号様式） 
 
 

川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金交付申請書 
 
 

年  月  日 
 
（あて先）川崎市長 
                        
                 所 在 地 
                 法 人 名 

代表者氏名            
 
 

川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金交付要綱第５条第１項の

規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 
 
１ 交付申請額  金        円 
２ 申請額算出内訳書 
３ 事業計画書 
４ 収入支出予算書 
５ その他参考となる資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



（第２号様式） 
 
 

川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金変更交付申請書 
 
 

年  月  日 
 
（あて先）川崎市長 
                        
                 所 在 地 
                 法 人 名 

代表者氏名           
 
 

川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金交付要綱第５条第２項の

規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 
 
１ 変更交付申請額  金        円 
２ 申請額算出内訳書 
３ 事業計画書 
４ 収入支出予算書 
５ その他参考となる資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



（第３号様式） 
 
 
川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金（変更）交付決定通知書 

 
 

指 令 番 号 
所 在 地                        

法 人 名                      
代表者氏名           様 

 
 

年  月  日付けで（変更）申請のあった川崎市心臓リハビリテー

ション推進事業費補助金については、川崎市心臓リハビリテーション推進事

業費補助金交付要綱第６条第３項の規定に基づき、次のとおり交付決定した

ので通知します。 
 
 
 
年  月  日 

 
 

川崎市長         
 
 

１ 補助金額 金      円 
 
２ 補助条件 
 
 
 
 
 
 
 
  



（第４号様式） 
 
 

川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金不交付決定通知書 
 
 

指 令 番 号 
所 在 地             
法 人 名             
代表者氏名            様 

 
 

年  月  日付けで（変更）申請のあった川崎市心臓リハビリテー

ション推進事業費補助金については、川崎市心臓リハビリテーション推進事

業費補助金交付要綱第６条第４項の規定に基づき、次の理由により補助金を

交付しないことを決定しましたので通知します。 
 
 
 
   年  月  日 

 
    

川崎市長         
 
 
 理 由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



（第５号様式） 
 
 

川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金実績報告書 
 
 

年  月  日 
 
（あて先）川崎市長 

 
所 在 地 
法 人 名 
代表者氏名               

 
 

年  月  日付け、川崎市指令  第  号をもって交付決定を受

けた川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金について、川崎市心臓

リハビリテーション推進事業費補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、次

のとおり関係書類を添えて報告します。 
 
 
１ 実績額内訳書 
２ 事業実績書 
３ 収入支出決算書 
４ その他参考となる資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



（第６号様式） 
 
 

川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助金交付確定通知書 
 
 

文 書 番 号 
                 所 在 地             
                 法 人 名             
                 代表者氏名            様 
 
 

年  月  日付けで報告のあった川崎市心臓リハビリテーション推

進事業費補助金については、川崎市心臓リハビリテーション推進事業費補助

金交付要綱第１１条第２項の規定に基づき、交付すべき補助金の額を        

円と確定したので通知します。 
 
 
     

年  月  日 
 
 

川崎市長        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


